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第２３回 原子力安全委員会臨時会議 

 

                       平成２３年４月１８日（月） 

                          午後５時～ 

                        内閣府６４３会議室 

 

議  題（１）東京電力（株）福島第一原子力発電所事故について 

    （２）緊急安全対策に係る追加指示について 

    （３）東北電力（株）女川原子力発電所１号機における非常用ディーゼ

ル発電機Ａ号機の損傷について 

    （４）(独)日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイ

クル工学研究所再処理施設における海中放出管からの漏えいに関

する原因と対策について 

    （５）申告案件の受理、処理状況について（定期報告） 

    （６）原子炉安全専門審査会審査委員、核燃料安全専門審査会審査委員、

緊急事態応急対策調査委員及び専門委員の任命等について  

    （７）その他 

 

配付資料（１－１）福島第一原子力発電所１号炉、２号炉、３号炉の炉内状況に

ついて 

    （１－２）東京電力の「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道

筋」について 

    （２－１）非常用ディーゼル発電機に関する措置 

    （２－２）原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保につい

て 

    （３）東北電力（株）女川原子力発電所１号機における非常用ディーゼ

ル発電機Ａ号機の損傷について 

    （４）(独)日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイ

クル工学研究所再処理施設における海中放出管からの漏えいに関

する原因と対策について 
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    （５）申告案件の受理、処理状況について（定期報告） 

    （６）原子炉安全専門審査会審査委員、核燃料安全専門審査会審査委員、

緊急事態応急対策調査委員及び専門委員の任命等について 
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午後 ５時００分開会 

○班目委員長 それでは、ただいまから第２３回原子力安全委員会臨時会議を開

催いたします。 

 最初の議題は、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故について」でご

ざいます。 

 本件に関しましては、原子力安全・保安院黒木審議官からご説明よろしくお願

いいたします。 

○説明者（黒木審議官） 保安院審議官の黒木でございます。 

 お手元に資料１－１、それから資料１－２ということで配付させていただいて

おります。順にご説明させていただきたいと思います。 

 最初に資料１－１でございますが、福島第一原子力発電所１、２、３号機の炉

内状況についてでございます。 

 この報告につきましては、特に新しい分析や評価というものが入っているわけ

ではございませんが、今回、言葉の定義を明確にさせていただいた上で、今まで

口頭で保安院が説明したこと、また安全委員会がプレス発表等を行っていたこと

等を整理し、私ども保安院のクレジットで報告させていただくという、そういう

性格のものでございます。今回、そういうことで新規性がそれほどあるわけでは

ございませんが、まずは第一歩ということで、今後、逐次この内容を充実してい

こうと考えております。 

 内容でございますが、１．はじめに、ということでございます。３月１１日地

震発生により、その直後２時４６分に原子炉が自動停止し、非常用ディーゼル発

電機で炉心冷却を行っていたところということで、約１時間程度、このディーゼ

ル発電機は頑張っていたというところでございまして、その最初の１時間につい

て、冷却機能がかなりきいていた部分があったということでございます。  

 それで、炉心損傷に関連する概念整理ということで、まずは言葉について定義

を明確にした上で内容をご説明させていただければと思います。 

 最初に炉心損傷割合でございますが、炉心内の全燃料棒、燃料被覆管のうち、

温度上昇等によって損傷した燃料棒の割合を言いますと、ということでございま

す。 

 ２番目の炉心損傷という言葉の定義でございますが、原子炉炉心の冷却が不十



4 

分な状態の継続や、炉心の異常な出力上昇により、炉心温度が上昇することによ

って、相当量の燃料被覆管が損傷する状態を言うということでございます。従い

まして、通常運転中に燃料のピンホール等があるわけでございますが、これは相

当量とは言えないわけでございまして、一定の割合の燃料被覆管の損傷が発生し

た状態を言うということをここで定義してございます。この際、希ガス、ヨウ素

が放出されるということでございます。 

 なお、定義にもよりますが、ここでは、この場合は燃料ペレットが溶融してい

るわけではないということで、この資料では定義させていただいております。  

 （３）の燃料ペレットの溶融でございますが、燃料集合体で構成される原子炉

の炉心の冷却が不十分な状態が続き、あるいは炉心の異常な出力上昇により、炉

心温度が上昇し、燃料が溶融する状態に至ることを言うと。この場合は燃料集合

体及び燃料ペレットが溶融し、燃料集合体の形状は維持されないというふうに定

義してございます。 

 最後に（４）のメルトダウンでございますが、燃料集合体が溶融した場合、燃

料集合体の形状が維持できなくなり、溶融物が重力で原子炉の炉心下部へ落ちて

いく状態を言う。メルトダウンの規模については、少量の場合から多量の場合に

よって圧力容器や格納容器との反応が異なるということでございます。多量の場

合は、原子炉圧力容器等を貫通することもあり得ますとしてございます。  

 それで、３番目が炉心損傷割合の推定ということで、被覆管が損傷した割合と

いうことでございます。東京電力が３月１５日に炉心損傷割合をここに書いてご

ざいますように、１号炉から３号炉について発表しているところでございます。

この数字は原子炉の炉水が低下し、燃料が露出して被覆管が損傷することによっ

て、封じ込められていた希ガス、ヨウ素が格納容器内に放出されると。希ガス、

ヨウ素から放出されるガンマ線の量を観測し、あらかじめ作成した推定曲線を用

いて炉心損傷割合を推定したものだというふうに理解してございます。こうした

推定方法は、事故発生当初においては一定の合理性を有するものでございますが、

３月１１日から発生しているものであり、希ガス、ヨウ素以外のガンマ線核種も

拾っている可能性もあることから、現時点においては目安ということで、私ども

考えております。 

 ４番目、燃料ペレットの溶融の推定についてでございます。１、２、３号炉に



5 

おいては、燃料ペレットが溶融しているものと思われます。燃料ペレットの溶融

度合いについては、実際に燃料を取り出すまでは確定しないものと思われますと

してございます。 

 下に溶融している理由を書いてございます。最初に２号炉、３号炉でございま

すが、２号炉において、燃料ペレットが溶融しない限り放出されないＴｃ９９ｍ、

Ｌａ１４０、Ｂａ１４０が高い濃度で検出されたと。これは、プレス発表が既に

行われている数値でございますが、こういうことから燃料ペレットは溶融してい

ると推定しているところでございます。 

 また、３号炉も２号炉の数十分の一の同じ核種の濃度が検出されているところ

でございますので、同様に溶融しているというふうに考えている次第でございま

す。 

 １号炉でございますが、１号炉のタービン建屋の滞留水でも核種分析でなされ

てございます。これも公表されているところでございますが、そこからは短半減

期核種は観測されていないというところでございますが、２、３号炉と同様、燃

料が露出し、十分な冷却が行われなかったこと、水素爆発に至ったと思われるこ

とから、１号炉も燃料ペレットの溶融が発生していると考えられるということで

ございます。 

 最後に、再臨界の懸念についてでございます。再臨界については、冷却水にホ

ウ素を今まで１、２、３号炉に注入しているところでございますし、また溶融し

た制御棒に含まれているホウ素が混入されているということから、再臨界に至っ

た懸念は極めて低いというふうに考えております。今後、再臨界を防止する観点

から、念のため適切にホウ酸を注入していくということが必要と考えられるとい

う状況でございます。 

 添付資料に参考ということで、炉心損傷の進展を書いてございます。水面降下

に伴います燃料被覆管の酸化。Ｚｒ＋Ｈ２Ｏ反応による水素生成、反応熱による

燃料棒温度の急昇、被覆管損傷に伴う希ガス、ヨウ素等の放出。 

 ②として、燃料被覆管の溶融移動。Ｚｒの溶融、水面近傍での再固化、③とし

て燃料ペレットの溶融移動といたしまして、ＵＯ２－Ｚｒ（Ｏ）共晶体の溶融、

水面近傍での再固化、クラスト形成ということで記載してございます。 

 次のページに、先ほどの①、②、③に対応した形ということで、イメージを記
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載したものでございます。 

 少し絵見にくくございますが、右と左にそれぞれチャンネルボックスがござい

まして、真ん中のところに書いてございますが、Ｂ４Ｃの制御棒でございます。

十字型の制御棒、チャンネルボックス制御棒を横から見たようなイメージでござ

います。水位が下がって、燃料棒が露出した状態においてＺｒ＋Ｈ２Ｏ反応が発

生し、水素が発生してきたというところを記載してございます。  

 次のページの②でございますが、燃料ペレットの過熱によりまして、Ｚｒ被覆

管が溶融し、その気体に露出した部分のＺｒが水面の近くにいって再固化すると

いう、そういう状況を記載してございます。 

 最後のページでございますが、燃料が溶融した状況を記載したものでございま

す。これはあくまでもイメージ図でございますが、こういう炉心の状況が観測さ

れるのではないかということであります。 

 いずれにいたしましても、どれだけ溶融したかについては、なかなか推定難し

いところでございますが、今後いろいろなパラメーター等を吟味しながら検討は

進めていくという形で考えてございます。 

 併せまして、もうひとつの資料も続けてご説明させていただきます。１－２号

でございます。 

 昨日、東京電力におきまして、福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道

筋についてということを発表がなされたところでございます。 

 これは、まさに収束に向けまして東京電力として、今後実施すべき工程を整備

したものでございます。配付した資料は、海江田大臣の談話として用意させてい

ただいたものでございます。大臣においては、この道筋が示されたことは、大変

大事な一歩であると思いますということで、談話を発表してございます。 

 特に、私ども保安院との関係で申し上げれば、２．に今回の道筋の発表を受け、

政府としてはということで①で書いてございますが、東京電力に対し、この道筋

の、着実かつ極力早期の実施を求めます。このため、原子力安全・保安院を中心

に、定期的にフォローアップを行い、作業の進捗確認と、必要な安全性確認を行

いますとしてございます。今後、私ども保安院におきましては、東京電力がこの

道筋に従いまして、実施する各工程、これにつきまして安全上の問題があるのか

ないのか、これひとつずつ確認していこうと思っております。その結果、従来か
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ら安全委員会にご助言を賜っているところでございますが、委員会としてのご意

見を賜りたいことにつきましては、また順次ご助言をお願いすることになります

ので、その際はよろしくお願いしたいと思っております。 

 ②は、これは厚生施設の体制整備の話でございます。 

 ③の話は、ステップ２終了の時点、これは今後放出管理される、大幅に放射性

物質の放出が抑制されるということで、ステップ１が３か月、ステップ２がその

後６から９か月というふうになっておるわけでございますが、そのステップ２終

了時に、原子力安全委員会の意見を聴きながら、速やかに計画的避難区域や緊急

時避難準備区域の見直しを行いますとしてございます。その段階に至りますれば、

また安全委員会のご助言、ご意見をお伺いしたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上で私からの報告を終わらせていただきます。 

○班目委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に対しまして、何かご意見、ご質問がありました

らお願いしたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 では、代谷委員お願いします。 

○代谷委員 １枚目の資料第１－１です。炉内状況ということで、炉心損傷、燃

料ペレットの溶融、メルトダウンとかということを書かれて、後ろに説明があっ

て、その図が出されているわけでございますが、今、保安院さんの方からのお話

があったところを見ても、実は再臨界の懸念についてということで、制御棒に含

まれているホウ素が混入されるというようなことが書かれています。ところが、

この図を見ると、少なくともそんな形になっていない。こういうような図をお示

しになるというのは分かりやすさのためということではあろうと思うんですが、

説明とちょっと違う形ですよね。これだとＢ４Ｃ制御棒はそのままで溶融してい

ないし、チャンネルボックスで区切られていると。そうすると、ここにホウ素が

混じり込むということはあり得ないわけですよね。そうすると、先ほどの再臨界

の懸念というところで書かれている懸念がこの図を見る限り払拭されないという

気がします。この図も若干不自然なところがあるように思いますし、ご発表の際、

こういうところは原子炉の中については我々見たことがないので、今見るわけに

はいかないので、どういう状況になっているのかということを定かに示すわけに
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はいかないと思いますが、こういう図を示されるとイメージがかなり違ったもの

になっているのではないかと。今、ご説明された説明内容がこの図で見る限り、

ある意味で矛盾してしまうというところがありますので、そこはお気を付けてい

ただきたいと思います。原子炉の中の状態がどうなっているかということについ

ての保安院さんのこれはご見解ということで、私たちとしては私たちなりの推定

と言いますか、そういうところは持っておりますが、そこについてご配慮いただ

ければというように思います。 

○班目委員長 ありがとうございました。何か黒木審議官の方からございますか。  

○説明者（黒木審議官） いただきましたご意見、十分踏まえたいと思います。

お話にもありましたように、現在、炉の中の状況がよく分からないところがある

ものですからこういう形になっておりますが、いただいたご意見を踏まえながら、

今後より良いものに少しずつしていこうと思いますので、対応してまいりたいと

思います。 

○班目委員長 ありがとうございました。それでは他に。 

 では久木田委員、お願いします。 

○久木田委員 代谷委員からあった再臨界の話もそうですが、制御棒と燃料と、

もし溶けるとすればどういうふうに溶けるのか。その時に再臨界のリスクがどう

なるのかというようなことは、この種の事故については従来からいろいろと検討

されているところなので、そういったものを踏まえて保安院においても検討がさ

れていると思いますが、いずれにしても現在のプラントの持っているリスクをち

ゃんと把握して、そして１－２の資料にありますような今後の対応をとっていく

ために何をなすべきで何をなすべきでないかというような判断を適確にしていく

ことが必要だと思います。 

 今回の事故においては、残念ながら炉内の状況というものはほとんど計測によ

って直接的に知ることはできない部分が多いわけで、解析等を通じて推定と言い

ますか、蓋然性の高い状態を把握していくという作業が必要になると思いますが、

そういった結果についても保安院さんの方で進められていると思いますので、そ

れについて適宜報告をいただきたい。そういった評価に基づいて東京電力が進め

ようとしている方策が妥当であるというふうに判断されるかどうかということに

ついてもお話をいただければというふうに思います。 



9 

○班目委員長 ありがとうございました。 

 続いて久住委員、お願いします。 

○久住委員 ２つございまして、ひとつは今久木田委員がおっしゃいましたこと

と近いんですけれども、１－２の資料の２．の①のところの作業進捗確認とござ

いますけれども、保安院におかれてはホールドポイントを適切に決めて、そして

そのポイント、ポイントが確実に進んでいるということを確認いただき、そして

私どももその進捗状況について適宜ご報告いただければと思います。 

 それからもうひとつ、③の方は質問なんですけれども、４行目ですか、具体的

な判断の詳細を検討するとともに、可能な限り広域の除染を進めますと書いてお

られますが、これはどういう意味でしょうか。具体的な要するに、いわゆるレメ

ディエーションということを意図とされているお話でしょうか。ちょっとここは

ご説明いただければと思いました。 

○班目委員長 では、すみません。黒木審議官よろしいでしょうか。 

○説明者（黒木審議官） 実は、この報告自体は東京電力の責任でなされた報告

でございますので、現時点でどこまで除染を進めるのかについては東京電力から

よくヒアリングを行いながら、安全の観点からそれで十分かどうか。もしくは逆

にそういう工程を行うことによって安全性を弱めるようなことはないのかどうか

について点検を行いつつ、必要に応じて安全委員会の意見をお伺いするというポ

ジションでございまして、この道筋自身の詳細については、私ども直接お答えす

る立場にはないという状況でございます。 

○久住委員 分かりました。いずれにいたしましても、こういう言い方は変かも

しれませんけれども、放射性物質で土地が、土壌が汚染されているのをただ座し

て減衰するのを待つのではなくて、チェルノブイリの経験からもかなり効果的に

どうやれば早く減衰するというのが分かっているわけですから、そういうところ

を是非ご指導いただいて、できるだけ早く避難区域の方、計画的避難区域の方々

は地元にもどれるような工夫とか、そういうことも東京電力の方にご指導いただ

ければと思います。 

○班目委員長 よろしゅうございますでしょうか。 

 他に何かございますでしょうか。 

 それでは代谷委員、お願いします。 
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○代谷委員 本日、本当に原子炉の中の炉内状況についてということで保安院さ

んからお話しいただいたのは、恐らくこれが最初ではないかというように思って

います。それで、そういうことから申しまして、こういう保安院さんの方でどう

いう状況になっているかということを考えておられることをできるだけ頻度を高

めて、と言うとちょっと言い方が悪いかも分かりませんが、安全委員会の方に保

安院さんとしてはどう考えておられるかというところをお伝えいただければとい

うように思いますので、よろしくお願いいたします。 

○班目委員長 他に何かございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。今回、この資料第１－１号では、福島第一原子力発

電所の１号炉、２号炉、３号炉の炉内状況について保安院さんなりのお考えを示

されたわけでございます。安全委員会の方は安全委員会なりの考えを持ってござ

いますし、それからこれについては、例えば日本原子力学会ですとか、いろいろ

なところでこれから議論が非常に進むと思います。そういう意味では、是非そう

いうようないろいろな議論もご参考にされて、これは開けて見るわけにはなかな

かいかないので、かなり推定ということにはなるんですが、しっかりとした推定

をしていただいて、それが事故の収束に向けた道筋に繋がるようにしていただき

たいと思っております。 

 そういう意味では、今後も是非、定期的に原子力安全委員会の方に原子力発電

所の状況の報告をお願いするとともに、プラントのいろいろなパラメーターと言

いますか、現在の状況について変化があらわれた時には速やかにご報告いただけ

ればと思っております。 

 東京電力の事故の収束に向けた道筋についてというのは、昨日発表されたばか

りでございまして、本日のところはこういう形でのご報告で結構だと思いますけ

れども、是非、保安院におかれましては、この東京電力の方で示した道筋に向け

て作業がちゃんと進捗しているのかどうか。それに当たっての安全確認などは十

分なのかどうかとか、いろいろなところについてしっかり気を配っていただきた

い。そういうところでは、是非、原子力安全・保安院が主体的な役割を果たして

いただければと思っております。 

 これは、特に地域の方、特に避難区域の方等々には、大変社会的な関心が強い

どころか、もう生活そのものに強くかかわっているわけでございますので、早期
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に事故を収束させることが重要だということで、保安院におきましても定期的な

フォローアップだけではなくて、安全委員会の方にも是非定期的なご報告をお願

いしたいと思います。原子力安全委員会としても、この事故収束に向けた道筋と

いうものに関しては、適宜・的確にフォローアップをしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 本日は大変ありがとうございました。 

 それでは、次の案件に移らせていただきます。 

 次の議題は、「緊急安全対策に係る追加指示について」でございます。 

 本件につきましては、原子力安全・保安院原子力発電検査課の山本課長からご

説明よろしくお願いいたします。 

○説明者（山本原子力発電検査課長） それでは、お手元の資料、２種類用意さ

せていただいております。 

 まず資料第２－１号が非常用ディーゼル発電機に関する措置ということで、４

月９日の日に原子力安全・保安院の方から各電力会社に対して指示をしたもので

ございます。この背景事情は冒頭に書いてございますように、４月７日に宮城県

沖で発生をいたしました地震によりまして、東北電力の東通原子力発電所、この

うち３台のディーゼルがあるんですが、そのうち２台が点検中で、残り１台が待

機状態だったわけでございます。それで、この地震によりまして、いわゆる交流

電源、交流電源と言いますか、電力系統がストップ、外部電源がストップをいた

しまして、この非常ディーゼルが立ち上がったところではございますが、その後、

外部電源が復旧した後に、軽油の油漏れ等によりまして、非常用ディーゼルが動

作不能な状態、すなわち全てのディーゼル発電機が動作可能な状態ではないとい

う状態に陥ったということでございます。 

 本件は、この原子力発電所の電源の信頼性の確保という観点から、非常に重要

な問題であるというふうに私ども認識をいたしまして、これに対する対応の措置

を講じたものでございます。 

 それで、具体的には１．に書いてございますように、東北電力の東通原子力発

電所、これは現在、冷温停止、すなわち定期検査で停止中でございます。それで、

現行の保安規定上の運用におきましては、こういう冷温停止中におきましては、

非常用ＤＧがひとつ動作可能であるということが要求になっております。もちろ
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ん、起動、運転中、あるいは高温停止状態については２台以上の非常用のＤＧの

待機が求められますが、停止中においてはひとつということになっておりました。  

 それで、今回、このひとつのＤＧの動作要求という、保安規定上の要求につき

まして、電源の信頼性の確保から不十分ではないかということを検討いたしまし

た。その結果、２つ目の・にありますように、今回と書いてございますが、私ど

も原子力安全・保安院の方からは、原子力発電所を有します全ての電気事業者に

対しまして、原子炉が停止状態、具体的には冷温停止とか燃料交換等の状態でご

ざいますけれども、そういう状態においても、各原子炉ごとに２台以上の非常用

ＤＧを動作可能な状態で確保するということを指示したものでございます。 

 それで、事象がまず発生いたしました東北電力については、４月８日に口頭指

示をいたしまして、翌９日の日、具体的には１枚お捲りいただきますと、保安院

からの指示文書、各電力会社あてに４月９日付けで非常用発電設備の保安規定上

の取扱いについてということで、こういう冷温停止中におきましても２台以上の

設備を非常用ＤＧを確保するようにと、こういう指示をしたところでございます。  

 これによりまして、電源の確保、それから従来、先月の３月３０日に発表いた

しました緊急安全対策につきましても、これは電源車、消火ポンプ等の配備を求

めているところでございますけれども、これらの対策とありまして、電源の信頼

性が確保できるというふうに考えてございます。 

 それから、２．は地震直後の東北電力の対応でございます。この地震発生直後

に私どもの保安検査官が参りまして、現場確認をしてございます。裏ページにあ

りますように、当該非常用ＤＧは、４月９日の午前７時には既に復帰してござい

ます。従って現在１台のものが動作可能な状態に既になってございます。現在、

まだ１台しかございませんので、次の・にありますように、電源車、消火ポンプ

等が所定の位置で待機しているという形で信頼性の確保をしているといったとこ

ろでございます。 

 以上が非常用ＤＧに関します措置でございます。 

 続きまして、資料２－２をご覧いただければと思います。 

 こちら原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保についてというこ

とでございます。 

 １．に書いてございますのは、原子力発電所の外部電源の規制上の要求でござ
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います。規制上の要求は２回線以上の系統に繋がっていることということでござ

いまして、現実の原子力発電所におきましては、２ルート３回線以上の送電線を

確保しているというところでございます。 

 それから、大容量の送電線によりまして信頼性を高めると、こういう取組が行

われているところでございますが、先ほどご紹介いたしました４月７日に発生い

たしました宮城県の地震、この際は先ほどもご報告いたしましたように、東通の

原子力発電所以外にも六ヶ所の再処理施設においても、外部電源が喪失をいたし

ました。そして、これらは先ほど申しましたように非常用ディーゼルで電力供給

したところでございます。 

 それから、女川原子力発電所は５回線のうち１回線は停止中で、４回線で充電

しておりましたが、そのうち３回線が停止をいたしまして１回線のみということ

になりました。ただ、これによりまして外部電源は喪失いたしませんでしたが、

１回線のみということでございます。 

 それで、今回の地震を発端としまして、東北電力、特に北東北を対象とした電

力系統が主要変電所におけます地絡事故を発端としまして、北東北全体に供給す

る電力系統が停止した、停止するという事態になったわけでございます。これに

よりましては、先ほど申しましたような原子力発電所、あるいは再処理施設につ

いての外部電源喪失が生じたというものでございます。 

 従って、この事象は電力系統、原子力発電所の電力を供給する系統の信頼性に

課題が生じたものであるというふうに認識をいたしました。そのため２．にあり

ますのが、まず各電力各社の電力系統の信頼性向上のための対応ということで、

各電力会社に対しまして、こういう地震等の供給支障が生じた場合に、原子力発

電所への外部電源としての供給に対する影響がどの程度あるのかと、その辺の供

給信頼性について分析、評価をして、更には必要に応じて信頼性を更に向上させ

るための対策を検討するといったことを指示したところでございます。 

 それから、再処理施設についても同様に、この再処理事業者に対して施設内の

供給信頼性についての検討を指示したところでございます。 

 それから、裏のページでございます。 

 裏の３．に書いてございますのは、発電所内の電源の信頼性の向上対策という

ことでございます。（１）に書いてございますのは、既に実施したものでござい
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まして、①が先ほど申し上げました４月９日のディーゼル発電機の停止中におい

ても複数台の確保すること。それから、②は発電機の供給容量の号機間での相互

融通ということで、これは既にアクシデントマネジメント対策としまして、ディ

ーゼル発電機を相互で結びまして、必要な場合には他号機へ供給すると、相互融

通によります信頼性の確保が実施されております。 

 それから、③が緊急安全対策の一環としまして、電源車の配備は現在なされて

いるというところでございます。これによる信頼性対策を既に講じているところ

でございますが、（２）にありますように、更なる信頼性向上対策ということで、

先ほどの電力系統の分析評価と併せまして、各電力会社に対策の指示をいたしま

した。 

 ひとつは、各号機と複数の電源線の全ての回線との接続ということで、原子力

発電所に先ほど言いました２ルート３回線以上の電源線によりまして接続されて

ございますが、必ずしもこの全ての回線を各ユニットが繋がっていないケースが

一部ございますので、全ての回線との接続をすることによって、信頼性を増す対

策を実施することを指示いたしました。 

 それから、⑤と⑥につきましては地震及び津波におけます対策の強化というこ

とで、特に送電鉄塔の強化、これは今回の福島第一におきましても送電鉄塔が猛

烈な地震によりまして損傷したという事案がございました。従って、送電鉄塔に

ついての耐震性、地震に対する基礎の安定性等、そういう評価を行いまして、必

要な対策実施することと。 

 それから、開閉所につきましても、福島第一で津波によりまして開閉所が浸水

することによって電気の供給ができなくなったという事案がございました。従っ

て、こういう電気設備、特に水を嫌う設備でございますので、それらの水密化等

の対策、こういったことを指示したとございます。 

 具体的には一番最後のページに４月１５日付けの外部電源の信頼性確保につい

て（指示）ということで、私ども保安院の方から先ほどの電力系統の対策に加え

て、３つの対策、合計４つの対策の検討指示をしたところでございます。 

 以上でございます。 

○班目委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本件に関しまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いしたい
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と思います。何かございますでしょうか。 

 では、代谷委員、お願いします。 

○代谷委員 簡単な質問なんですが、先ほどの外部電源の喪失の件なんですが、

これは地絡によって共通のところが故障して、結局２回線あると思っていたとこ

ろが、元がひとつであってという、そういう理解でよろしいですか。 

○説明者（山本原子力発電検査課長） ちょっと説明が不足してございました。

これは、東北電力管内の電力系統は大きく分けて、北東北をカバーする大きな電

力系統がひとつと。それから、仙台から南福島を供給エリアとします南エリアを

カバーする電力系統、大きくこの２つの系統が実は存在してございます。それで、

その２つの系統を接続するために仙台市のやや西部にございますが、宮城県にあ

ります変電所、必要な主要変電所でございます。ここで接続して、２つの系統を

バランスしながら運用しているという実態がございました。 

 それで、今回の４月７日の宮城県沖の地震によりまして、変電所の近辺で地絡

事故が発生しました。当然地絡事故が発生しますと過電流が流れますので、系統

内の遮断器なり外壁等が動作をして系統が遮断をしてまいりますが、その動作が

必ずしも十分でなくて、最終的には系統の不安定ということで、北側の系統のみ

を独立をさせてしまいました。そういう独立された北側の電力系統は非常に地震

が起きた地域もございましたので、系統の不安定性が発生をいたしまして、一時

周波数の低下も起きたわけでございます。そのために、東北電力、北部の電力系

統全体が停止をしてしまったものでございます。従って、そこに繋がれておりま

した東通原子力発電所、あるいは六ヶ所の再処理施設につきましては電力系統が

全部ストップしたものですから、外部電源が喪失してしまったということでござ

います。従って、そういう電力会社管内の非常に広い、広範囲の電力系統の供給

の信頼性と言いますか、安定性と言いますか、そういったところが課題になった

ということでございます。そのための指示をしたという経緯のものでございます。  

○班目委員長 よろしゅうございますか。 

 他に何かございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。この非常用ディーゼル発電機の話にしろ、それから

外部電源の信頼性の話にしろ、福島第一発電所の事故においても提起された非常

に重要な問題でございます。特に、外部電源の信頼性に関しては、我が国の場合
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は割と強いんではないかというふうな、ある意味での、今から考えると誤解みた

いなものがあったんではないかと思いますので、是非しっかりとした調査、対応

をお願いしたいと思います。また、非常用ディーゼル発電機についても是非ご対

応をお願いしたいと思います。今後ともしっかりとこうした形で原子力安全・保

安院におかれましては、事業者を監督していただくようお願いしたいと思います。

本日は大変ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 次の議題でございますが、「東北電力株式会社女川原子力発電所１号機におけ

る非常用ディーゼル発電機Ａ号機の損傷について」でございます。 

 本件に関しましては、原子力安全・保安院原子力防災課八木原子力事故故障対

策・防災広報室長からご説明よろしくお願いします。 

○説明者（八木原子力事故故障対策・防災広報室長） 原子力安全・保安院八木

でございます。ただいまご紹介のございました東北電力女川原子力発電所１号機

におけます非常用ディーゼル発電機Ａ号機の損傷につきまして報告を受けました

ので、ご報告申し上げたいと思います。 

 まず１．でございます。東北電力の女川１号機でございますが、３月１１日の

東北地方太平洋沖地震に伴いまして、この時は定格出力で運転をしておったわけ

でございますけれども、自動停止をしております。更に、この際に外部電源、今

３系統５回線ございましたが、１回線だけ生き残ったということとなってござい

ます。それで、この時に非常用ディーゼル発電機がＡ号機、Ｂ号機、それぞれ自

動起動したわけでございます。それで、結果的にこの炉につきましては冷温停止

に到達ができたということとなってございます。それがまずひとつの固まりでご

ざいます。 

 その後、４月１日になりまして、この非常用ディーゼル発電機のＡ号機を定期

的なサーベランス、月一回のサーベランスを行ったところ、ディーゼル発電機を

所内電源系に接続するための同期検定器と言う、このいわゆる電圧、周波数が一

致することを確認する機械が、これが動作をしなかったということで接続はでき

なかったという事象が発生いたしました。これによりまして、保安規定の運転上

の制限を満足しないということを判断いたしまして、同日４月１日の１０時４０

分、運転上の制限からの逸脱が宣言されました。その後、同じくＢ号機がござい
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ましたので、そちらの方の起動試験を行い、所内電源に接続できることを確認し、

更に残留熱除去系をＢの方に移せるということを確認し、実際に切り替えたとい

うことができましたので、同日４月１日の２１時１８分に保安規定上の運転上の

制限に復帰をしたということが、これまでの事象でございます。 

 それで、この４月１日にＡがおかしくなったということで、初めにおかしいと

されました同期検定器の点検を行っていたところ、起動していないにもかかわら

ず所内電源に接続されるという不具合が発生いたしました。ということで、５日

からＤＧ（Ａ）の本体と制御盤の点検を行ったというところ、この界磁回路の保

護素子に損傷が発見されたと。あと整流器の一部のダイオードが短絡をしている

ということが確認されました。こういったことから、このディーゼル発電機につ

きましては電圧の制御が正しく行えないということで必要な機能を有していない

という判断がなされ、法令上の報告となったというのが全体的な経緯でございま

す。 

 １枚捲っていただきますと、安全性への影響及び保安院の対応をまとめてござ

います。 

 安全性への影響でございますけれども、これは先ほど申し上げましたとおり、

Ａについては損傷を確認いたしましたが、Ｂについては、これは待機中であって、

更に外部からも受電をしているということから、プラント全体の安全性に影響を

与えるというものではないというふうに考えてございます。当然のように、外部

への放射性物質の影響というようなものはございません。 

 原子力安全・保安院の対応でございますけれども、本事象の発生を受けまして、

現地の原子力保安検査官が安全状況を確認をしております。更に、その後も継続

的に事業者の対応状況につきまして確認を行っているところでございます。今後

とも法令に基づきまして、事業者が行う原因究明、再発防止対策につきまして確

認をしてまいりたいと思っておる次第でございます。 

 ＩＮＥＳの暫定評価でございますが、本件につきましては現時点では０＋とい

う判断を示しておるところでございます。 

 私の方からは以上でございます。 

○班目委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは本件につきまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。 
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 それでは久木田委員、お願いします。 

○久木田委員 まだ調査中だと思うんですけれども、ちょっとどういうことが起

こったかということを理解するために教えていただきたいんですけれども、４月

１日に所内電源系に接続される事象が発生したというのは、これは同期検定器の

誤作動によるものというふうに考えれば良いのですか。 

○説明者（八木原子力事故故障対策・防災広報室長） この本文でいきますと、

第４段に書かれているところでございますね。 

○久木田委員 はい、そうです。 

○説明者（八木原子力事故故障対策・防災広報室長） このところにつきまして

は、今現在、全体的な調査を行っているところでございまして、どういった不具

合でこれが発生したのかという、その発生メカニズムにつきましても併せて現在

確認を行っておるところでございます。 

○久木田委員 分かりました。 

○班目委員長 よろしゅうございますね。 

 それでは、他に何かご質問ございますでしょうか。 

 それでは、代谷委員お願いします。 

○代谷委員 この件について、他の電力さんと同じように電源車とか、そういう

のは用意されているというのは確認されているのですね。 

○説明者（八木原子力事故故障対策・防災広報室長） 女川原子力発電所でござ

いますけれども、４００ｋＶＡの電源車、これは現在で４台配備をしてございま

すので、あと更に申し上げますと消防車につきましてもございます。そういった

ところから、いざという時にはそういう代替的な措置によって安全を確保すると

いう体制をとっておるというところを確認してございます。 

○班目委員長 他に何かございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 現在、世の中の注目は福島第一発電所に集まっておりますけれども、やはり他

のプラントの安全性の確保というのももちろん非常に大切でございます。そうい

う意味では、是非、保安院におかれましては、そのようなプラントの安全確保に

ついてもしっかりと指導をお願いしたいと思います。 

 本日は大変ありがとうございました。 
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 それでは、次の議題なんでございますが、３つございます。ひとつが「独立行

政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所

再処理施設における海中放出管からの漏えいに関する原因と対策について」、も

うひとつが「申告案件の受理、処理状況について（定期報告）」、それから最後

のものが「原子炉安全専門審査会審査委員、核燃料安全専門審査会審査委員、緊

急事態応急対策調査委員及び専門委員の任命等について」の報告案件でございま

す。これら３件につきましては、いずれも報告案件でございますので、資料配付

のみということで、詳細な説明は割愛させていただきたいと思います。よろしゅ

うございますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、本日、他に審議事項はございますでしょうか。 

○水間総務課長 ございません。 

○班目委員長 よろしゅうございますね。 

 それでは、以上をもちまして、本日の会合は終了させていただきたいと思いま

す。どうも大変ありがとうございました。 

午後 ５時４８分閉会 

 


